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次
の
認
定
証
の
有
効
期
限
は
平

成
19
年
７
月
31
日
で
す
の
で
、
引

き
続
き
認
定
証
の
交
付
が
必
要
な

方
は
、
総
合
セ
ン
タ
ー
自
治
振
興

課
ま
た
は
本
庁
市
民
生
活
課
で
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
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な
お
、
世
帯
変
更
や
平
成
18
年

中
の
所
得
に
よ
る
平
成
19
年
度
の

課
税
額
の
確
定
な
ど
に
伴
い
認
定

で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で

ご
承
知
お
き
く
だ
さ
い
。
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雲
南
市
国
民
健
康
保
険
の
高
齢

受
給
者
証
の
有
効
期
限
は
平
成
19

年
７
月
31
日
で
す
。

７
月
末
に
新
た
な
受
給
者
証

(

８
月
１
日
付)

を
送
付
し
ま
す
の

で
、
８
月
以
降
は
新
た
な
受
給
者

証
を
医
療
機
関
に
提
示
し
て
く
だ

さ
い
。(

国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
は
10
月
１
日
が
更
新
日
で
す
。

今
回
は
高
齢
受
給
者
証
の
み
送
り

ま
す
の
で
、
間
違
え
な
い
よ
う
に

お
願
い
し
ま
す
。)

な
お
、
70
歳
以
上
の
国
保
加
入

者
そ
れ
ぞ
れ
が
市
民
税
の
課
税
所

得
１
４
５
万
円
未
満
で
あ
れ
ば
、

そ
の
世
帯
の
高
齢
受
給
者
の
負
担

割
合
は
１
割
で
す
が
、
同
一
世
帯

に
市
民
税
の
課
税
所
得
が
１
４
５

万
円
以
上
の
70
歳
以
上
の
国
保
加

入
者
が
一
人
で
も
い
る
場
合
は
、

同
一
世
帯
の
高
齢
受
給
者
全
員
の

負
担
割
合
が
３
割
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
自
己
負
担
が
３
割
に

な
る
方
で
も
、
申
請
に
よ
っ
て
自

己
負
担
が
１
割
と
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

ま
た
、
国
の
制
度
改
正
に
よ
り
、

現
在
自
己
負
担
割
合
が
１
割
の
方

は
、
平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
２

割
の
自
己
負
担
に
な
り
ま
す
の
で
、

今
回
の
受
給
者
証
は
平
成
20
年
３

月
31
日
を
期
限
と
し
て
発
行
し
ま

す
。
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老
人
保
健
制
度
で
医
療
を
受
け

て
お
ら
れ
る
方
の
医
療
機
関
で
の

負
担
割
合

(

１
割
ま
た
は
３
割)

は
毎
年
８
月
１
日
を
基
準
日
と
し

決
定
し
て
お
り
ま
す
。

変
更
が
あ
る
方
に
は
新
し
い

｢

医
療
受
給
者
証｣

を
郵
送
で
送

付
し
ま
す
の
で
、
８
月
１
日
以
降

に
医
療
機
関
に
か
か
ら
れ
る
場
合

は
必
ず
新
し
い
医
療
受
給
者
証
を

窓
口
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

������ ��
私たちは､ 雲南市のまちづくりを応援しています｡
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社
会
保
険
庁
に
は
、
年
金
記
録

の
確
認
に
迅
速
に
対
応
で
き
る
よ

う
に
専
用
の
年
金
相
談
窓
口
が
設

置
さ
れ
て
い
ま
す
。

複
数
の
年
金
制
度
の
加
入
歴
が

あ
る
方
や
改
姓
さ
れ
た
方
な
ど
、

年
金
加
入
記
録
に
不
安
や
疑
問
が

あ
る
方
は
、
社
会
保
険
庁
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

ご
相
談
の
際
は
、
年
金
手
帳
、

基
礎
年
金
番
号
通
知
書
、
年
金
証

書
の
い
ず
れ
か
を
ご
用
意
く
だ
さ

い
。な

お
、
年
金
手
帳
等
が
見
当
た

ら
な
い
場
合
は
、
本
人
で
あ
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
も
の

(

運
転
免

許
証
・
保
険
証
等)

を
ご
用
意
く

だ
さ
い
。

代
理
人
の
方
が
お
越
し
に
な
る

場
合
は
、｢

依
頼
状｣

と
代
理
人

の
方
の
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の

が
必
要
で
す
。

次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

○
社
会
保
険
事
務
所
の
窓
口

電
話
０
８
５
２
�26
�２
８
０
０

○

｢

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル｣

�
０
５
７
０
�05
�１
１
６
５

フ
リ
ー
ダ
リ
ヤ
ル

０
１
２
０
�６
５
７
８
３
０

○
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
のID

・
パ

ス
ワ
ー
ド
方
式
に
よ
る
年
金
加

入
履
歴
の
取
得

http://w
w
w
.sia.go.jp
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国
民
年
金
制
度
に
は
、
日
本
に

住
む
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
方
が

加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、

そ
の
中
で
も
第
１
号
被
保
険
者

(

自
営
業
、
短
期
ア
ル
バ
イ
ト
、

学
生
な
ど)

に
該
当
す
る
方
は
、

毎
月
１
４
�１
０
０
円
の
保
険
料

を
納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

収
入
が
少
な
い
、
失
業
し
た
な

ど
、
経
済
的
な
理
由
等
で
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、

保
険
料
免
除
制
度
が
あ
り
ま
す
の

で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

保
険
料
免
除
制
度
に
は
、$

�

%
&
'
	
(
)
�
*
+
(

３
／
４

免
除)

、,
�
*
+
(

半
額
免
除)

、

	
(
)
�
*
+
(

１
／
４
免
除)

の
４
種
類
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら

の
制
度
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、

申
請
手
続
き
を
行
っ
て
い
た
だ
き

ま
す
が
、
ご
本
人
、
配
偶
者
、
世

帯
主
の
前
年
の
所
得
が
一
定
の
基

準
以
下
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

保
険
料
納
付
免
除
に
承
認
さ
れ

た
期
間
は
、
老
齢
基
礎
年
金
・
障

害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
な

ど
の
受
給
資
格
期
間
に
算
入
さ
れ

ま
す
。
た
だ
し
、
一
部
納
付
で
承

認
さ
れ
た
期
間
は
、
納
付
す
べ
き

保
険
料
を
納
め
ら
れ
な
い
場
合
は

免
除
で
は
な
く
な
り
、
受
給
資
格

期
間
に
数
え
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
老
齢
基
礎
年
金
の
年
金

額
を
計
算
す
る
際
に
は
、
国
庫
負

担
金
が
年
金
額
に
反
映
さ
れ
る
た

め
、
た
と
え
ば
全
額
免
除
の
期
間

は
全
額
納
付
の
場
合
の
１
／
３
の

額
と
な
り
ま
す
。(

４
分
の
１
納

付
、
半
額
納
付
、
４
分
の
３
納
付

は
、
そ
れ
ぞ
れ
１
／
２
、
２
／
３
、

５
／
６
と
な
り
ま
す
。)

保
険
料
納
付
を
免
除
さ
れ
た
期

間
は
、
将
来
受
け
取
る
年
金
が
少

な
く
な
ら
な
い
よ
う
、
10
年
以
内

に
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
場
合
、
承
認
さ
れ
た
期
間
が

属
す
る
年
度
か
ら
起
算
し
て
３
年

度
目
以
降
に
納
付
す
る
場
合
は
経

過
し
た
年
数
に
応
じ
て
一
定
の
加

算
額
が
加
わ
り
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、｢

若
年
者
納
付
猶

予
制
度｣

(

30
歳
未
満
の
方
が
対

象)

、｢

学
生
納
付
特
例
制
度｣

(

学
生
が
対
象)

が
あ
り
ま
す
の

で
、
国
民
年
金
保
険
料
納
付
に
お

困
り
の
場
合
は
各
社
会
保
険
事
務

所
、
市
役
所
市
民
生
活
課
、
又
は

各
総
合
セ
ン
タ
ー
自
治
振
興
課
の

国
民
年
金
の
窓
口
へ
ご
相
談
く
だ

さ
い
。
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一部納付額

４ 分 の １ 納 付 3,530円
半 額 納 付 7,050円
４ 分 の ３ 納 付 10,580円

'()#�$%��*+,-./01�23)45

世 帯 構 成 全額免除 一 部 納 付
１/４納付 半額納付 ３/４納付

４人世帯(ご夫婦､子供２人) 162万円 230万円 282万円 335万円
２人世帯(ご夫婦のみ) 92万円 142万円 195万円 247万円
単身世帯 57万円 93万円 141万円 189万円
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私たちは､ 雲南市のまちづくりを応援しています｡
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